
資料１ 

現在のいちごタクシーの運行内容 

 

１ 目的 

 この資料は、令和４年８月末日で現在の契約を満了する、デマンド交通システム（以

下、「システム」という。）について、令和４年９月以降に使用する システムを提供す

る事業者を公募型プロポーザルによって選定するにあたり、公募型プロポーザルの参加

者が提案を行うために必要な情報をまとめたものである。 

 なお、記載する内容は令和３年１２月末時点での運行内容とする。 

 

２ 現在のいちごタクシーの運行内容 

（１）実施主体（委託運行発注者） 

名称：真岡市 

所在：栃木県真岡市荒町５１９１番地 

 

（２）運営主体（委託運行受注者） 

名称：真岡鐵道(株) 

 所在：栃木県真岡市台町２４７４番地１ 

    （オペレーションを行う、いちごタクシー予約センターの所在は、 

栃木県真岡市並木町１丁目６４番地） 

 

（３）運行主体（道路運送法４条許可事業者、市内タクシー事業者３社により運行） 

運行主体① 

名称：芳南交通(株) 

所在：栃木県真岡市並木町１丁目６番地７ 

 

運行主体② 

 名称：(有)二宮タクシー 

所在：栃木県真岡市久下田３丁目９番地５ 

 

  運行主体③ 

名称：潮田タクシー（株）真岡営業所 

所在：栃木県真岡市西郷２５８５番地２９８ 

 

（４）運行手法 

ア）事前予約制（２営業日前から３０分前まで、電話でのみ予約受付） 



イ）乗合による運行（定員４名。ただし感染症対策のため当面３名とする。） 

  ウ）事前に登録された目的地（公共施設、病院、商業施設等）と、事前に登録さ 

れた利用者の自宅間の移動で利用可能（自宅～自宅間、目的地～目的地間で 

の移動は不可） 

  エ）行の便（自宅⇒目的地）、帰りの便（目的地⇒自宅）でそれぞれ便が分かれ 

ている。 

 

（５）運行エリア 

真岡市全域（ただし、二宮地区から大内地区間の移動は不可） 

 

（６）運行日 

 平日のみ運行（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は運休） 

 

（７）運賃 

ア）１乗車３００円（小学生２００円） 

 イ）未就学児、又は免許自主返納者共通無料券の提示で無料 

 ウ）１１枚綴り３，０００円の回数券を車内で販売 

 

（８）運行時間、運行便数 

 ア）行きの便 

  ・８時から１６時まで１時間ごとに運行、計９便 

・８時の便の場合、最初の利用者の自宅を８時に迎えに行き、最後の利用者を８

時３０分までに目的地に送り届ける想定 

 

  イ）帰りの便 

   ・８時３０分から１６時３０分まで１時間ごとに運行、計９便 

・８時３０分の便の場合、最初の利用者がいる目的地に８時３０分に迎えに行き、

最後の利用者を８時３０分までに自宅に送り届ける想定 

 

（９）目的地 

１３４か所 

 

（10）利用登録者 

１０，３２７名（※令和３年４月１日時点） 

 

 



（11）車両台数 

ア）芳南交通(株) ３台 

  イ）(有)二宮タクシー １台 

  ウ）潮田タクシー(株) １台 

 

（12）本事業に要する人員の考え方 

  ア）運営主体（真岡鐵道(株)） 

① 運行管理業務員 １名 

② オペレーター ５名（午前２名、午後２名でシフト） 

  

  イ）運行主体（各タクシー事業者） 

   ① 芳南交通(株) ３台運行に対しドライバー６名（１週間ごとに交代） 

   ② (有)二宮タクシー １台運行に対しドライバー１名 

   ③ 潮田タクシー(株) １台運行に対しドライバー２名（１週間ごとに交代） 

 

（13）運行区域の考え方 

真岡市全域を５台で運行しているが、それぞれ運行区域を決め、それを中心に運行

している。空いている時間などはその限りではない。 

  ア）山前二宮東区域 ２台（うち１台を山前地区へ、１台を二宮地区へ） 

  イ）中村二宮西区域 ２台（うち１台を中村地区へ、１台を二宮地区へ） 

  ウ）大内区域    １台 

  エ）真岡区域    (ア)～(ウ)の車両が共通で運行を行っている。 

 

（14）ドライバーの休憩時間の考え方 

ドライバーは、11時 30分～12時 30分と、12時 30分～13時 30分で交代で休憩を

とる。 

 

（15）費用負担等の考え方 

  ア）真岡市 

真岡市は、運営主体である真岡鐵道(株)へデマンドタクシー運行事業を委託、事

業経費から運賃収入及び運行主体である芳南交通(株)、(有)二宮タクシー、潮田タ

クシー(株)へ納入される国庫補助金（地域内フィーダー系統確保維持費補助金）を

差し引いた額を委託料の額とする。 

 

 

 



  イ）真岡鐵道(株) 

   真岡鐵道(株)は、実施主体の真岡市からの委託を受け、運行主体である芳南交通

(株)、(有)二宮タクシー、潮田タクシー(株)から車両を借り上げてデマンドタクシ

ー運行事業を実施する。 

   借り上げ料は、定額×運行日数で積算し、運賃収入を差し引いて運行主体である

芳南交通(株)、(有)二宮タクシー、潮田タクシー(株)へ支払われる。 

   国庫補助金（地域内フィーダー系統確保維持費補助金）について、真岡市からの

委託料と精算するため、運行主体である芳南交通(株)、(有)二宮タクシー、潮田タ

クシー(株)に振り込まれた国庫補助金全額を真岡鐵道(株)へ戻入する。 

 

  ウ）芳南交通(株)、(有)二宮タクシー、潮田タクシー(株) 

   芳南交通(株)、(有)二宮タクシー、潮田タクシー(株)は、運営主体である真岡鐵

道へ、車両を貸与し、道路運送法４条許可による運行を実施する。 

   運営主体である真岡鐵道(株)から支払われる借り上げ料については、収受した運

賃収入を差し引いて決定する。 

   国庫補助金（地域内フィーダー系統確保維持費補助金）について、振り込まれた

国庫補助額全額を運営真岡鐵道(株)へ納入する。 

 

３ その他 

真岡市デマンド交通に係る資料の貸与に関する覚書（様式第８号）により提供するこ

とができる情報の種類及び項目は次のとおり。 

（１）利用者の登録情報（令和３年１２月末時点でのデータを抽出） 

  ・項目：番号、区域、地区、性別、生年月日、続き柄、無料パス所有の有無 等 

 

（２）目的地の登録情報（令和３年１２月末時点でのデータを抽出） 

  ・項目：番号、住所、緯度、経度、区域、地区、名称、ふりがな、種別 等 

 

（３）運行情報（令和元～３年１２月末時点でのデータを抽出） 

  ・項目：予約番号、運行日、運航時刻、方面（行き又は帰り）、性別、年齢、地区、

区域、乗車地区、乗車場所、降車地区、降車場所、料金、ステータス 等 

 

（４）大字別地区別区域分類 

  ・内容：大字別の地区の別、区域の別についての一覧 

 

（５）令和２年度いちごタクシーの運行状況 

  ・内容：令和３年度真岡市地域公共交通活性化協議会における運行状況説明資料 



（６）令和２年度デマンドタクシー収支決算書 

  ・内容：運営主体である真岡鐵道における、令和２年度デマンドタクシー運行事業

の収支決算書 

 

 

（参考資料|いちごタクシーパンフレット（令和 3年 1月改訂版）） 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


